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大牟田市省エネ家電買換キャンペーン よくある質問集 

２ 補助対象者について 

No. 質問 回答 

2-1 
補助対象者の主な条件は
何ですか。 

① 交付申請時点で、大牟田市内に居住し、住民登録があること。 
② 交付申請時点で、世帯全員に市税の滞納がないこと。（2-2 参

照） 
③ 本市・国及び他の市町村から同様の補助金の交付を受けてい

ないこと。 
④ 令和８年５月１日以降に補助対象家電に買い換え、自らが居住

する市内の住宅に設置し（2-3 参照）、古い家電製品を適正に
処分し（2-4 参照）、令和８年９月３０日までに交付申請が受け
付けられていること。（5-1，5-2，5-7 参照） 

⑤ 暴力団員でなく、暴力団・暴力団員と密接な関係がないこと。 

2-2 
「市税の滞納がないこと」
とはどういうことですか。 

申請者と同一世帯の全員が、住民税や固定資産税、軽自動車税
などの市へ納める税金の滞納がないことを意味します。 

今回は「滞納のない証明書」の提出までは求めておらず、申請書
裏面の誓約・同意事項で誓約・同意してもらうこととなっています。 

後日、滞納があることが判明した場合は、補助金の返還を求める
こととなります。 

2-3 
「自らが居住する市内の住
宅に設置し」とはどういうこ
とですか。 

「申請する補助対象家電の設置場所が、申請者自身の住所・居
所であること」を意味します。 

申請者の住所・居所は、運転免許証やマイナンバーカード、住民
票などの写しで確認します。 

設置場所は、メーカー保証書に記載の所有者の氏名、住所で確
認します。 

2-4 
「適正に処分し」とはどう
いうことですか。 

エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビの４品目については、家電リサイ
クル法に基づいて、リサイクル料金を支払ってリサイクル処分すること
です。（3-28～3-31，4-5，6-1 参照） 

照明器具、電気便座等は、新しい家電製品の購入時に引き取って
もらうか、もえないごみ又は大型ごみとして適切に廃棄処分してくだ
さい。 

2-5 
世帯主でなくても申請でき
ますか。 

世帯主以外の世帯員も交付申請できます。 
ただし、世帯員の誰かが申請した場合は、世帯主を含むほかの世

帯員は申請できません。（1-6 参照） 
また、交付申請書兼請求書（様式第１号）及び添付書類一式（振

込先口座、領収書、メーカー保証書等）の名義は全て同じである必
要があります。（2-9 参照） 

2-6 
同居していない子どもが、
私の代わりに申請してもい
いですか。 

申請書の代筆は可能です。 
ただし、申請者は補助対象者の条件（2-1 参照）を全て満たして

いる必要があります。 
同居していない（設置場所に居住していない）家族が申請者とな

ることはできません。（2-3 参照） 
また、申請者と添付書類の名義は全て同じである必要がありま

す。（2-9 参照） 

2-7 
市内で別に暮らしている親
族や友人等に送るものは
対象になりますか。 

補助の対象になりません。 
申請者は補助対象者の条件（2-1 参照）を全て満たしている必

要があります。 
また、申請者と添付書類の名義は全て同じである必要がありま

す。（2-9 参照） 

（次ページにつづく） 

  



3 

2 補助対象者について（つづき） 

No. 質問 回答 

2-8 
２世帯住宅の場合、申請は
それぞれの世帯でできます
か。 

住民票で判断します。 
住民票上の世帯が別であれば、それぞれの世帯で申請できます。 

2-9 
補助申請者と購入者が異
なっても対象になりますか。 

補助の対象になりません。 
補助金の申請者と領収書や振込先口座等添付書類の名義は全

て同一である必要があります。 

2-10 
補助対象者の要件にあえ
ば、必ず補助金がもらえま
すか。 

令和８年５月１日以降に買い換え（古い家電製品の処分を含む）
て設置し、令和８年９月３０日までに交付申請が受け付けられたもの
が補助の対象となります。（5-1，5-2，5-7 参照） 

ただし、申請額の総額が予算額に到達した時点で終了します。
（1-7 参照） 

 

 
  


